
面会制限緩和についてのお知らせ 
 

当院においては「新型コロナウィルス」による院内感染を防ぐ観点から昨年

11 月より面会を禁止しておりましたが、下記の面会基準にて 10 月 25 日より

予約制にて面会を一部再開することと致しました。曜日・時間・頻度などに制

限が多く大変恐れ入りますが、超高齢者の患者様が多数入院されている当院に

おいて院内感染を防ぐための大事な対策とご理解を頂き、ご協力の程をよろし

くお願い申し上げます。 

なお、これらの措置については世情を鑑みて中止・変更される可能性もある

こと、頻度や時間制限などが守られない場合にはこの措置を中止することもあ

り得ることをあわせてご承知おきください。 
 

 

入院患者様の面会基準 
 

①  面会は原則として患者様おひとりに対し、２週間に１回とさせて頂きます。

面会日時は事前の予約制とさせて頂きます。予約は病院 1 階の外来受付に直

接お越し頂くか、お電話等でお願い致します。（受付は平日９時～16 時） 

②  面会時間帯は月曜日～金曜日の平日の 1３時 30 分～１６時０0 分（最終受

付は 16 時）とさせて頂きます。 

  面会時間は 5 分以内（時間厳守）でお願い致します。 

面会者の人数は原則として、３名までに限ります。 

③ 面会時には必ず受付にて面会簿にご記入いただき、面会バッチを付けてく

ださい。また、面会前に病棟では必ずスタッフにお声をかけて下さい。 

④ 面会時には病院 1 階の外来受付にて体温チェックをさせて頂きますが、37.5

度以上の発熱のある方や咳、鼻汁、倦怠感、頭痛、下痢等の体調不良の方

の面会はご遠慮頂きます。 

⑤ 面会直前には手洗い、アルコールによる手指消毒の徹底をお願い致します。 

⑥ 面会時にはマスクの着用が必須です。（マスクは各自ご持参下さい） 

⑦ 原則として中学生以下の子供さんの面会は禁止させて頂きます。 
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